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子供たちに「平和で明るい未来」を。 

 5・3憲法記念日講演会に 300名 
日本国の憲法が施行されて 77 年を迎えました。しかし、岸田文雄首相は「新たな戦前へ」の道に

向けて暴走しています。こうした動きに対して、「子供たちに平和で明るい未来を」－築く上げるた

めに、5 月 3 日午後 1 時 30 分より講師に前川喜平氏(元文部科学事務次官)を招き『5･3 憲法フェー

ラムｉｎ静岡 憲法記念日講演会(共催．しずおか憲法を擁護し実現する会、憲法擁護静岡県民連

合)』を静岡労政会館 6 階大ホールに約 300 名が参加して開催し、「改憲発議阻止、軍備増強を許さ

ない、生活を守る闘い」を強化していく決意を固めてきました。 

同集会で主催の挨拶代表として、福井淳(しずおか憲法を擁護し実現する会)会長は「①岸田文雄

首相は歴代政権の『防衛力強化の路線』を引き継ぎ、防衛費の大幅増や敵基地攻撃能力(反撃能力)

の保有、戦闘機の輸出解禁を次々に閣議決定を行っています。これらは、憲法 9 条に基づく専守防

衛を逸脱する安保政策の大展開」となっています。 

②本年に入り、防衛費と防衛力強化関連経費の合計額が約 8 兆 9000 億円に上り、国家安全保障戦

略が策定した 2022 年度の国内総生産(ＧＮＰ)比の 1.6％に達したこと。日本の防衛費を巡っては、

1976 年の三木武夫内閣が「ＧＮＰの 1％を上限(専守防衛)」とする方針を閣議決定後、歴代政権は

1％を目途に予算編成してきましたが岸田政権が放棄してしまったこと。 
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③私たちは防衛費増大・軍拡競争に反対し、戦争への道を断固として

拒否しましょう。憲法改悪を許さず、「新しい戦前」にさせない為にも

前川先生から学び、今後の活動に活かしていきましょう。－と、訴えま

した。 

 

その後、連帯の挨拶として佐野けい子さん(戦争をさせない 1000 人委

員会・静岡の共同代表)は、「2015 年に安保法制反対などを訴えて、『毎

月 19 日に街頭宣伝活動』を行っている。この行動は新たな戦前を許さ

ない活動です。是非とも、多くの仲間の皆さんが積極的に参加してほしい」と、呼びかけました。 

第 26 代高校生平和大使・長崎派遣代表からは、「私たちは高校生ですので活動する時間は限られ

ており、大人の皆さんと比

べて微力」です。しかし、

核兵器廃絶と平和な世界を

築くことを目指して『高校

生 1 万人署名活動』を静岡

の地でも展開しています。

「戦争の悲劇を繰り変させ

ない為には、『憲法第 9 条

の改悪は絶対にさせてはい

けない』と、考えています。

高校生という若いパワーで

周りの友人たちに呼びかけ

ていきます。と、笑顔を見

せながら訴えました。 

 

◆前川喜平氏(元文部化学事務次官)の講演 

演題は「日本国憲法と教育基本法について」 

 

同集会で講師の前川喜平氏からは、「日本国憲法と教育基本法について」と題して下記の内容で講

演を頂きました。 

 

1. 憲法の 3 大原則と前文第 3 項目について 

国民主権、基本的人権の尊重、平和主義が「日本国憲法の 3 つが基本

原理」である。日本国憲法は、1946 年 11 月 3 日に公布され、1947 年 5

月 3 日に施行された。国の決まりの中で最も大切なもので、日本のすべ

ての法律や決まりは、憲法に従って作られていて「国民主権」「基本的人

権の尊重」「平和主義」の 3原則は、世界に誇れる内容となっているのです。 

 

第 3 項は、憲法の精神を受け、新しい教育の目的の達成を目指すという、教育基本制定の目的及

び趣旨を示している。法令の各本条の前に置かれ、その法令の制定の趣旨、目的、基本原則を述べ

た文章を「前文」といい、法令制定の理念を強調して宣明する必要がある場合に置かれることが多

い。 
 

2. 教育基本法の改正の問題点と「教育勅語」の復権 

 

改正教育基本法第 2 条では「教育の目標」という条文がつくられ、その中に「道徳心」「公共の精
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神」「我が国と郷土を愛する態度」といった言葉が直接的に盛り込まれています。それだけではあり

ません。例えば、改正前第 10条の「教育行政」(改正後は第 16条)。 

この冒頭の「教育は、不当な支配に屈することなく(行われなくてはならない)」という言葉につ

いて、教育基本法が最初に成立した 1947 年の帝国議会で「『不当な支配』とはどういうものを指す

のか」という質問が出たことがあります。これに対して当時の文部省は「官僚や一部の政党の干

渉」である、と明確に答えていました。権力が教育の現場に介入することへの警戒を込めた条文で

あると明言したわけです。 

この「不当な支配に服することなく」という言葉自体は、改正後も変わらず残っていて、それは

非常によかったと思います。ところが、その後に続いていた「(教育は)国民全体に対し直接に責任

を負って」行われるべきものである。という文章がばっさり削られ「この法律及び他の法律の定め

るところにより」行われるべきものである。と変えられてしまった。 

これでは、法律さえつくれば政治的な介入が可能になる、とも読めてしまう。その意味で、教育

への政治介入を許しやすくなった面があると思います。 

 

3. 安倍政権時には「教育勅語」の復権も 

 

第 1 次安倍政権では「教育再生会議」、第

2 次安倍政権では「教育再生実行会議」と

いう諮問機関がそれぞれ設置されましたが、

「再生」というのは、以前は生きていたけ

ど今は死んでいるものをもう 1 度生き変ら

せるということです。では何を生き返らせ

るのかといったら、やっぱり「教育勅語」

的なことだと思います。 

 

2014 年に参議院文教科学委員会で、当時

みんなの党にいた和田政宗議員(現在は自民

党)が「教育勅語を学校の教材として使うべ

きだと思うがどう考えるか」という質問を

したことがあります。 

当時文科省の初等中等教育局長だった私

が答弁することになり、私は「教育勅語は

戦後、教育の理念を表すものとしては廃止

されたものであり、教材として使うことは

適切ではない」という従来の政府の方針ど

おりの答弁を作成しました。 

ところが、それを下村博文文科大臣(当時)に見せたところ、「これはダメだ」と言われて書き換え

させられたんです。「教育勅語の中には、今でも通用する普遍的な内容が含まれているので、そこに

着目して学校の教材として使うことは差し支えない」という内容でした。 

私はそのとおりには読まず、ちょっとごまかすような言い方で答弁にたったのですが、最終的に

は下村博文文科大臣が手を挙げて「学校の教材として使うことは差し支えない」と発言しました。

さらに、そこから 3 年後の 2017 年には、「憲法や教育基本法に反しない範囲なら教育勅語を学校で

使うことは問題ない」という閣議決定もされました。 

 

私は、どう考えても教育勅語というのは上から下まで憲法にも、教育基本法にも反していると思

うのですが、・・・やはり、教育基本法改正をやりたかった人たちの意図は、そのあたりにあったの

だと思います。 

（※2～3迄の講演の概要は前川喜平氏のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの「マガジン 9編集部」2020年 3月 4日より） 
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4. 子供たちに真実を伝えよう。教え子を再び、戦場に送るな！ 

平和な社会を護る為には、総選挙で自公政権を打倒しよう！ 

 

 

上記の様に、「教育基本法」は安倍政権時に改正されてしまいました。しかし、学校現場では『教

師が「自らの意見と真実を述べる」ことが大切なことです。併せて、重要なことは「自らの考えと

違う意見も聞くことが必要」－と、考えています。 

こうした対応を続けていくことが、「周辺からも良く聞いてくれる」「安心して話すことができる」、

安心感が拡がることに繋がります。それが、教師と生徒(子供たち)、保護者を含めた信頼関係を強

めることになるのではないでしょうか。 

 

日教組のスローガンである「教え子を再び 戦場に送るな!」は 1951 年に採択されました。特に

日教組は平和 4 原則(全面講和・中立堅持・再軍備反対・軍事基地反対)を掲げて活動を展開し、今

日までの平和運動をリードしてきた。 

「新たな戦前」が叫ばれている時こそ、「教え子を再び 戦場に送るな!」のスローガンは教師の

みならず多くの国民に共感を得て受け入れて貰えるものと確信しています。子供たちの明るい未来

は「軍事ではなく、平和な社会」を築くことが大人の責任です。その為には、『次ぎの総選挙では自

公政権を打倒する』という決意で臨みましょう。－と、強く訴えました。 

 

なお、前川喜平氏は「講演のまとめ」として、東京新聞が 4 月 8 日に報道した市民グループがテ

レビ朝日に株主提案を行った事を説明しました。 

 

5. 「政治権力に忖度や迎合しない報道を」 田中優子氏、 

前川喜平氏ら市民グループがテレ朝 HDに株主提案 

2024年 4月 8日 東京新聞 

政治権力のテレビ報道への介入に対抗する市民グループ「テレビ輝け！市民ネットワーク」は 4

月 8 日、テレビ朝日ホールディンク(ＨＤ)に、権力に忖度(そんたく)や迎合をしないことなどを求

める株主提案を行った。 

グループは昨年に発足し、田中優子前法政大学総長と前川喜平元文部科学次官が共同代表を務め

る。メンバー48 人でテレ朝ＨＤ株を計約 4 万株購入し、株主提案する準備を進めてきた。提案では、

テレ朝ＨＤに(1) 公平公正な報道を行うという放送法の理念に照らし、権力に対する忖度や迎合を

しない (2) 過去 10 年間の間にあ

からさまな圧力があれば第 3 者委員

会にかけて調査する 

(3) 放送番組審議会の委員らの

任期に上限を設ける (4) 前川氏

を社外取締役に就ける－の 4 点を求

めた。テレ朝ＨＤは、6 月の株主総

会で回答する予定だ。 

 

田中氏は、記者会見で「テレビを

批判するためではなく、励ますため

の提案。テレビの影響力はまだ強い。

信頼しているがゆえにしっかりしてほしい」と指摘した。事務局の坂口德雄弁護士は「安倍政権下

でテレビは執ような攻撃をうけたが、民法は発言しなかった。ならば我々が申し入れをしようとな

った」と述べた。今後、大株主の朝日新聞や外国人投資家などにも働きかけるという(望月衣塑子) 
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「微力だけど無力ではない」憲法記念日に護憲派の集会、

10年目に 3万 2000人が平和の訴え！ 
 

2024年 5月 3日 東京新聞 

 

日本国憲法の施行から 77 年と

なった憲法記念日の 3 日、東京都内

の各地で集会が開かれた。 

 

岸田政権が敵基地攻撃能力(反撃

能力)の保有や自衛隊と在日米軍の

連携強化を進め、憲法が掲げる平和

主義が揺らぐ中、護憲派グループは

東京都江東区の東京臨海広域防災公

園(有明防災公園)で大規模集会を開

催。3万 2000 人（主催者発表）が参

加し、「戦争をさせない決意を新た

にしなければならい」と訴えた。 

 

同集会は、2015 年に横浜市の臨海

パークで安保法制反対などを訴えたのを皮切りに、10回目の節目となる。（服部展和、浜崎陽介） 
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 川勝平太県知事が辞職。 
知事選挙は 5月 9日告示．同 26日投票 

 

川勝平太静岡県知事が 4 月 1 日、県の新規採用職員への訓辞で「県庁はシンクタンク。野菜を売

るのとは違う」などと発言。県庁に職業差別との抗議が殺到した。その後、川勝県知事は「6 月議会

で辞職する」と表明しましたが、県政の混乱を回避するために 4 月 10 日に辞職しました。その結果、

知事選挙は『5月 9日告示．同 26日投票』が決定しました。 

 

県勤協連の方針 
県知事選挙では『立憲野党候補と自民党候補の
闘い 自民党の復活を許さない』 

 

編集者としては、川勝県知事が不適切な発言をしたことは遺憾ではあるが、「リニア問題では南ア

ルプスの環境問題を重視していること」や、「浜岡原発の再稼働に極めて慎重な姿勢」を示してきた

川勝氏が辞職した事については極めて残念です。 

同時に、川勝静岡県知事へ対する「リニア問題に対するバッシング」はあまりにも『政治的な圧

力ではないか』－とも思えてなりません。更に、本ニュースが皆様の手元に届く時は、すでに知事

選がスタートしています。私たちは「人の命に大切な水と、南アルプスの環境を護る」を旗印に選

挙戦を闘う決意です。下記の東京新聞記事を参照(反論の材料資料)して活動を展開していきましょ

う。 

 

「リニア」の遅れは静岡だけのせい？  

ほかの工区でも後ずれする工事、未解決の問題を考えた 
2024年 4月 5日東京新聞 

リニア中央新幹線の静岡工区着工を認めていない静岡県の川勝平太知事の辞意表明を受け、工事

進展への期待感が広がっている。しかし、大井川の流量減少や南アルプスの生態系への影響など、

県が懸念する課題は残されたまま。そもそも工事は沿線各地で予定通りに進んでおらず、静岡だけ

のせいにするのはお門違いだ。川勝知事が言うように「立ち止まって考えざるを得ない」のではな

いか。(岸本拓也、宮畑譲) 

 

「やっぱり一番大きかったのはリニアだ」 

4 月 3 日の臨時記者会見で、川勝知事は辞意表明の背

景をこう明らかにした。JR 東海は 3 月末に開かれた国

の会議で、当初計画していた 2027 年のリニア開業は困

難と正式に表明。早くても開業は 2034 年以降にずれ込

む公算が大きくなった。 

「自然を保全することは国策」 

 「従来の工事計画が根本的に崩れた」と強調する川勝

氏は「南アルプスは国立公園。自然を保全することは国策だと信じていた。(リニアが)国家的事業

とはいえ、物を言わなくちゃいけないと思っていた」と静岡県内の着工を認めなかった理由を話し

た。 
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国が東京・品川→名古屋間の全長 286 キロに及

ぶ リニア工事の着工を認めたのは 2014 年 10 月。

名古屋や品川、長野など各工区で工事が始まった

が 2017 年 10 月、大きくこじれた。「(ＪＲは)とも

かく工事をさせろという態度。堪忍袋の緒が切れ

た」。川勝氏が、山梨、静岡、長野の 3 県にまたが

る総延長 25 キロの南アルプストンネルのうち静岡

工区(約 8.9 キロ)の着工を巡り、記者会見で突如

反対をぶち上げた。工事の許認可権を持つ静岡県

がＪＲの計画を認めない方針を鮮明にしたもの

だ。（写真：大井川の流量を視察する川勝平太知事

(右)＝2019年、静岡市葵区の椹島で） 

 

◆大井川の水量問題で議論が足踏み 

その理由は 13 年にさかのぼる。ＪＲがトンネル工事で地下水が外に流れ出し、大井川の流量が最

大で毎秒 2 トン減るとの予測示した。県は「約 60 万人分の生活用水に匹敵」と主張。減った水を全

量大井川へ戻すよう求めたが、ＪＲは「全量までは必要ない」と反論し、議論は膠着(こうしゃく)

した。 

川勝氏の怒りもあって、ＪＲは 2018 年に全量を戻すことを約束したが、翌年の 2019 年に一定期

間は戻せないことが発覚。両者の協議は紛糾し、国土交通省が議論を引き取る形で 2020 年に有識者

会議を設置した。 

一方、静岡県は有識者らがＪＲと技術課題を議論する「専門部会」を 2019 年に立ち上げ、(1)大

井川の水量問題 (2)水生生物などへの影響 (3)トンネル掘削で発生する土砂の管理－の 3 点を柱

に、47項目の技術課題を挙げて議論を進めてきた。 

 

2023 年 12 月、国の有識者会議は、ＪＲの進める環境保全対策などは「適切」とする報告書をまと

め、リニア前進の方向性を示した。県は今年 2 月に「47 項目の課題のうち、生態系保全や発生土な

どについて 30項目が解決していない」と反論、協議の継続を求めている。 

 

◆消える重し役、知事交代で即着工はある？ 

川勝氏の辞職で状況は変わるのか。県の渡辺光善・南アルプス担当部長は「もともと県はリニア

事業事態には賛成の立場。それは今も変わっていない。残りの課題は明確で、今後も粛々と協議し

ていくことには変わりはない」と話す。 

大井川の水資源と南アルプスの自然が脅かされるとして工事に反対してきた市民団体「リニア新

幹線を考える静岡県民ネットワーク」の林克・共同代表も「専門部会をはじめ、県の組織体制はし

っかりしている。新知事になっても、すぐに着工できるとは考えにくい」としつつ、不安も抱く。

「リニアを巡って関係者の意見対立はあるが、川勝氏のにらみで抑えられていた部分はある。具体

的に課題が解決していない中で、重し役がいなくなることの危うさはある」 

「1 つの石が取り除かれた」。長野県駅(仮称)が設置予定となっている長野県飯田市の飯田商工会

議所の原会長は、川勝氏の辞意表明を受けてこう表現した。同市の佐藤健市長も「最大の不安定要

素が 1つクリアされる可能性が出てきた」とコメントを出した。 

◆「静岡悪者論」ばかり強調されるが… 

露骨に公言される「静岡悪者論」。3 月 29 日に、ＪＲ東海が品川-名古屋間の 2027 年開業断念を公

表した際もそうだった。「静岡工区が名古屋までの開業の遅れに直結している」。同社の中央新幹線

推進本部副本部長の沢田尚夫常務は、有識者会議後の記者会見でこう強調した。 
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リニアの沿線予定の首長からも「1 日でも早く整備、開業し

たい。その重い一心だ」(大村秀章愛知県知事)などと一刻

も早い開業を求める声が相次ぐが、その中には懸念を示す

自治体も。阿部守一長野県知事は「問題は静岡だけではな

い」として、「長野県もいろいろ課題がある中で地元の理解

と協力を得ながら進捗(しんちょく)を図ってきた。他県の

状況を踏まえた上で一日も早く、課題の解決を行ってほし

い」と注文をつけた。 

（写真：リニア中央新幹線静岡工区の工事予定地周辺＝3 月

29日静岡市葵区で、本社ヘリ「わかづる」から） 

 

◆すべての工区で 2～10 年の遅れも 

 リニアについて長年取材を続けているフリージーナリス

トの樫田英樹氏によると、静岡工区以外の工区でも工事の

遅れは相次いでいる。ＪＲ東海の公表資料などから試算し

たところ、現時点で予定より 2～10 年の遅れが生じている

工区が、沿線の 1 都 6 県全てにあるという。樫田氏は未契

約や未着工、沿線住民による差し止め訴訟、トラブルによ

る工事中断などを理由に挙げる。 

 

工事の遅れについてＪＲ東海は「こちら特報部」の取材に対し「工事の状況に応じ、工期の変更

を検討していくこともある。ただし、いずれも静岡工区の遅れの範囲内であり、開業時期に影響を

与える範囲ではない」と回答した。 

樫田氏は「静岡悪者論」に対し、「静岡の遅れはかわいい方だ。それなのに、静岡がバッシングさ

れるような雰囲気があることは非常に不思議に感じる。静岡のせいにすることで事業者が責任を逃

れ、地元へのプレッシャーを掛けたい論理が働いていないか」と違和感を述べて、こう予測する。

「2027年になれば、他の工区も全然進んでいないことが分かるはず」 

 

◆トンネルで崩落事故、工事費は膨らみ、差し止め訴訟も 

かつてない難工事とされるリニアだが、既に事故などが続き、工事の中断や遅れが相次いでい

る。2021 年 10 月、岐阜県中津川

市のトンネル工事現場で、火薬で

掘り進める途中、岩肌が崩れ落ち

て作業員 2 人が死傷した。2016

年に着工した名古屋市中区にある

名城非常口は底部からの湧水や土

壌汚染があり、完成が予定より遅

れた。 

2021 年 4 月には、品川～名古

屋間の総公費が従来見込まれてい

た 5 兆 5000 億円から約 1 兆 5000

億円膨らみ、7 兆円あまりになる

見通しが発表された。工事が長引

けば、工費がさらに膨らむ可能性

もある。   

（写真：掘削が進められて鋳南アルプストンネル本抗＝2022年、長野県大鹿村で） 

ルート予定地の住民による差し止め訴訟も起きている。山梨県南アルプス市の住民が甲府地裁に
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起こした訴訟は今年 5 月に判決が出る。原告、被告のどちらが勝っても控訴する見込みで、原告代

理人の梶山正三弁護士は「最高裁まで争えばあと 2、3 年はかかる。それに判決が出ても住民は簡単

に土地を提供しないだろう」と言い、関係工区の完成はさらに先になるとみる。 

 

梶山氏は、開業延期は静岡だけが原因ではないとして、計画のずさんさを批判する。「静岡は 1 つ

の要素ではあるが、全体に与える影響は少ないはずだ。品川－名古屋ですら、いつ開業するのかが

分からないのに、大阪まで開通しなければ経営的なメリットは少ない。リニアの工事にこの先何十

年もかけて、ＪＲ東海の体力が保つとは思えない」 

 

 ◆デスクメモ 

リニアの基本計画ができたのは 1973 年。浮上走行で時速 500 キロ超゜という「夢の乗り物」に私も心

を躍らせた。半世紀が経つ今、南アルプスの自然を壊し、7 兆円を費やしてまで必要か首をかしげる。価

値観のアップデートは失言知事だけでなく、リニア計画にも必要なのでは。(恭) 

 

 

 

 

☆三島市勤労協 

樹木の整備を行いました ～『三島フォレストクラブ』と共に活動～ 
 東海道線が開通する明治 22 年（1889）まで、旧東海道の箱根八里の山越えは旅人たちにとって困

難の道程でした。そこで県境の箱根峠に程近い施行平（旧三島町）に「接待茶屋」が設けられまし

た。 

 茶屋は昭和 45 年(1970)に閉じられ、現在その土地は三島市など 3 市 3 町で運営する『箱根山組

合』で管理されています。そして現在は『三島フォレストクラブ』が組合からの委託で樹木の整備

などをしています。三島市連合勤労協も年何回となく、現地に入り整備に参加しています。 

 3月 24日にはフォレストクラブと共に、植樹した樹木を鹿から守る柵の整備に汗を流しました。 

 写真はフォレストクラブの仲間との作業後の一コマです。（通信員 三島市連合勤労協・古瀬） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各地区活動報告 
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（香川県）三豊勤労協ニュースより 

前日本勤労協幹事で香川県三豊市勤労協会長の篠原清氏のコラムがありましたので紹介します 

  

コラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜政治まんが＞ 
 
「逆風にしがみつく」  
佐藤正明傑作選 

「一笑両断」発売中 

長期政権は腐敗する！今こそ政治を庶民の手に！  
「政治と金」の問題で、今日ほど国民を馬鹿にした自民党各派閥の裏金問題はない。政治には一定

の活動資金がいる。かつては企業・団体献金が一定の条件はあったが認められていた、結果として献

金を受けた企業・団体に対して政治家は当然「忖度」せざるを得なくなり政治の公平公正性がゆがめ

られることとなった。このことを避ける為に、約 30 年前に国民一人当たり 250 円を財源とする「政党交

付金制度」(スタート時の財源は 300 億円)を作り、一定の政党要件「所属国会議員が在籍し国会議員

が五人以上または直近の国政選挙で比例代表選得票率が 2%以上のいずれかの条件を具備」を満た

す政党に税金で活動資金を対応することとなった。今日この財源は約 315 億円、そのうちここ数年の

自民党への交付額は約 160 億円となっている。税金を 160 億も交付を受けながら過去 5 年間でも自

民党の各派閥は数十億円ものパーティ券購入の形をとり企業・団体献金を受け、その内、裏金として

安倍派だけでも 6 億 8 千万円もの大金を隠し金にしていたのだから話にならない。その上、どの派閥

も大幹部が衆参の政治倫理審査会の場で、「そのような話には一切かかわっていない、いつそのよう

な事(キックバック＝裏金)になったかは一切知らない、秘書か会計責任者がやったこと」こんなバカげ

たことが社会一般で通用するはずがない。それが現行の「政治資金規正法」なんだ、超ザル法だ。会

社の社長が資金の流れも経営方針の根幹も一切知らない。そんな会社がどこにありますか？バカも

いい加減にしてほしいのが今の自民党だ。関係議員を自民党として処分した、対外パフォーマンスに

過ぎない。その中身は岸田・二階は除外、やっぱりかい、それがなんだいいかげんにせんかいと言い

たいわ！            

２０２４年４月１0日                          篠原 清 記 
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